
号

外

六�
令

和

六

年

四

月

一

日

目

次

企
業
管
理
規
程

○
岐
阜
県
公
営
企
業
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

水
道
企
業
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定

(

デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
課)

一

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
法
務
・
情
報
公
開
課)

二

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

三

○
岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
職
員
厚
生
課)

四

企
業
管
理
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岐
阜
県
公
営
企
業
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
公
印
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

は
、｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム(

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四

年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。)

を
利
用
す
る
回
議
に
あ
つ
て
は
押
印
す
る
文
書
を
添
え
て
当
該
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
紙

に
よ
る
回
議
に
あ
つ
て
は｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

と
き
は
、｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

を
利
用
す
る
回
議
に
あ
つ
て
は
当
該
シ
ス
テ
ム
に
公
印
押
印
の
承
認
の
登
録
を
、
紙
に
よ
る
回
議
に
あ

つ
て
は｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
四
月
一
日



よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
印
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
ル
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ル

現
地
機
関
等(

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

第
四
章

に
規
定
す
る
現
地
機
関
及
び
同
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
所
に
置
か
れ
る
事

務
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
長
の
印

第
四
条
中｢

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

第
二

条
第
二
号
に
規
定
す
る
地
方
機
関

(

知
事
部
局
の
地
方
機
関
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

の
長
印｣

を

｢

現
地
機
関
等
の
長
の
印｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢
は
、｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム(

公
文
書
規
程
第
二
条
第
十
二
号
に
規

定
す
る
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
利
用
す
る
回
議
に
あ
つ
て
は
押

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和６年４月１日 ( )２

県
道

道
路
の
種
類 株

式
会
社
ト
ラ
ス
ト
バ
ン

ク東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三

丁
目
一
番
一
号

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

及
び
住
所
又
は
事
務
所
の

所
在
地

大

垣

大

野
線

路
線
名

安
八
郡
神
戸
町
大
字
新
屋
敷

字
流
六
一
三
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同
五
九
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

令
和
六
年
四
月
一

日 指
定
納
付
受
託
者

の
指
定
を
し
た
日

岐
阜
県
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
シ
ス
テ
ム
の
各

種
手
続
に
お
け
る
申

請
手
数
料
等

指
定
納
付
受
託
者
が

行
う
納
付
事
務
に
係

る
歳
入
等

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) 令
和
六
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

指
定
納
付
受
託
者
に

歳
入
を
納
付
さ
せ
る

期
間

Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
及
び

Ｄ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

安
八
郡
神
戸
町
大
字
新
屋
敷

字
流
五
九
一
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
村
西
四
二
七
番
一
地
先
ま

で

後
Ｄ Ｃ

前
Ｄ��･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･����･� ���･� ���･�



印
す
る
文
書
を
添
え
て
当
該
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
紙
に
よ
る
回
議
に
あ
つ
て
は｣

を
加
え
、
同
条
第
三

項
中｢
と
き
は
、｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
回
議
に
あ
つ
て
は
当
該
シ
ス
テ
ム
に

公
印
押
印
の
承
認
の
登
録
を
、
紙
に
よ
る
回
議
に
あ
つ
て
は｣

を
加
え
、｢

を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を

｢

の
押
印
を
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中｢
地
方
機
関
の
長
印｣

を｢

現
地
機
関
等
の
長
の
印｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
七
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中｢

起
案｣

の
下
に｢

、
回
議
、
決
裁｣

を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
三(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

電
子
メ
ー
ル｣

を｢

電
子
文
書｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
六
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

文
書
の
供
覧
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
当
該
文
書
の
余
白
に｢

供
覧｣

の
文
字
を
記
載
し
、

又
は
供
覧
用
紙(

別
記
第
八
号
様
式
の
二)

を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
六
第
四
項
中｢

供
覧
文
書
を｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
で｣

を

加
え
る
。

第
十
四
条
の
七
中｢

受
け
た
文
書｣

の
下
に｢(

紙
の
文
書
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
訂
正
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
条
第
二
項
中｢

署
名
し
、
又
は
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を｢

署
名
等(

署
名
又
は
認
印
の

押
印(

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
行
う
押
印
に
相
当
す
る
処
理
を
含
む
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

文
書｣

の
下
に｢(

紙
の
文
書
に
限
る
。)｣

を
加
え
、

同
条
第
八
項
中｢

に
は
、｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
回
議
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て

は
承
認
の
登
録
を
行
う
と
き
に
そ
の
旨
を
表
示
し
、
紙
に
よ
る
回
議
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は｣

を
加

え
、｢

署
名
し
、
又
は
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を｢

署
名
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中｢

署
名
し
、
又
は
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を｢

署
名
等
を
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め

る
。第

三
十
六
条
の
二
第
一
項
中｢

電
子
メ
ー
ル｣

を｢

電
子
文
書｣

に
、｢

こ
れ
を
紙
に
出
力
し
た
も

の
を
完
結
文
書
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る｣

を｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
、
整

理
及
び
保
管
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
廃
棄
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
四(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

電
子
メ
ー
ル｣

を｢

電
子
文
書｣

に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

文
書
の
供
覧
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
当
該
文
書
の
余
白
に｢

供
覧｣

の
文
字
を
記
載
し
、

又
は
供
覧
用
紙(

別
記
第
八
号
様
式
の
二)

を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
十
七
条
の
三
第
四
項
中｢

供
覧
文
書
を｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
な
い
で｣

を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
四
中｢

受
け
た
文
書｣

の
下
に｢(

紙
の
文
書
に
限
る
。)｣

を
加
え
る
。

第
四
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
訂
正
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
三
条
第
二
項
中｢

署
名
し
、
又
は
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を｢

署
名
等
を
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

文
書｣

の
下
に

｢(

紙
の
文
書
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
八
項
中

｢
に
は
、｣

の
下
に｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
回
議
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
承
認
の
登
録

を
行
う
と
き
に
そ
の
旨
を
表
示
し
、
紙
に
よ
る
回
議
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は｣

を
加
え
、｢

署
名
し
、

又
は
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を｢

署
名
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中｢

署
名
し
、
又
は
認
印
を
押
さ
な
け
れ
ば｣

を｢

署
名
等
を
し
な
け
れ
ば｣

に
改
め

る
。第

六
十
三
条
た
だ
し
書
中｢(

電
子
メ
ー
ル
に
限
る
。)｣

を
削
る
。

第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
中｢

電
子
メ
ー
ル｣

を｢

電
子
文
書｣

に
、｢

こ
れ
を
紙
に
出
力
し
た
も

( ) 令和６年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



の
を
完
結
文
書
と
み
な
し
て
、
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る｣

を｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し
、
整

理
及
び
保
管
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
七
十
四
条
第
二
項
中｢

こ
れ
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を｢

廃
棄
の
決
定
を
す
る
こ
と
が

で
き
る｣

に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
廃
棄
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
感
染
症
対
策
調
整
課
の
項
を
削
り
、
同
表
里
川
振
興
課
の
項
中｢

里
川
振
興
課｣

を｢

里

川
・
水
産
振
興
課｣

に
改
め
、
同
表
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー｣

を｢

女
性

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
八
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

昭
和
五
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
特
殊
健
康
診
断
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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著
し
い
騒
音

を
発
す
る
場

所
に
お
け
る

業
務
従
事
者

一

既
往
歴
の
調
査

二

業
務
歴
の
調
査

三

自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有

無
の
検
査

四

聴
力
の
検
査

五

そ
の
他
医
師
が
必
要
と
認
め
る

検
査

年
二
回

一

第
四
号
に
掲
げ
る
項
目

に
つ
い
て
は
、
雇
入
れ
又

は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替

え
の
際
に
二
百
五
十
ヘ
ル

ツ
、
五
百
ヘ
ル
ツ
、
二
千

ヘ
ル
ツ
、
六
千
ヘ
ル
ツ
及

び
八
千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係

る
検
査
も
実
施
す
る
。

令
和
六
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


